
　　　　　　　主　　　文
被告らは原告に対し別紙目録（一）記載の土地について、鳥取地方法務局郡家出張
所昭和二五年一月二〇日受付第二六号をもつてなされた昭和二三年七月二日自作農
創設特別措置法二九条の規定による売渡を原因とする所有権取得登記の抹消登記手
続をせよ。
訴訟費用は、被告らの負担とする。
　　　　　　　事　　　実
第一、当事者の申立
一、原告
　主文同旨の判決。
二、被告ら
　請求棄却の判決。
第二、当事者の主張
（請求原因）
一、鳥取県知事は、自作農創設特別措置法（以下、単に自創法という。）一五条一
項の規定により昭和二三年七月二日を買収時期として訴外Ａ所有の別紙目録（一）
記載の土地（以下、本件土地という。）の買収処分をし、同日を売渡の時期として
同法二九条の規定により本件土地につき訴外亡Ｂに対する売渡処分をした。そして
本件土地の買収登記嘱託書が登記所備付の土地買収登記嘱託書綴込帳（自作農創設
特別措置登記令二条一号）に編綴された（甲第三号証の一枚目表左欄外記載）結
果、原告のため買収処分による所有権取得登記がなされたものとみなされた（同令
一〇条二項）。ついで、昭和二五年一月二〇日Ｂのため売渡処分による所有権取得
登記がなされた。
二、しかしながら、鳥取県知事のした右買収、売渡処分には、次のような重大・明
白な瑕疵があり当然無効である。すなわち、本件土地は買収処分当時非農家であつ
た訴外亡Ｃが、Ｄからこれを賃借し、本件土地上に木造平家建居宅一棟（六〇・九
九平方メートル）を所有してこれに居住していたものである。その売渡を受けたＢ
は、本件土地の隣地に居住していただけで、これを賃借等していなかつたから、本
件土地は自創法一五条一項により買収し得る附帯施設等に該当しないことが何人に
も明らかなものであつた。従つてＢが同法二九条により本件土地の売渡を受け得る
者に該当しないことも、何人にも明らかなものであつた。
三、前述のように、鳥取県知事のした本件土地の買収処分および売渡処分は、いず
れも、当然無効であつて、原告はもちろんＢも本件土地所有権を取得しておらず買
収・売渡を登記原因とする各所有権取得登記は無効のものであるから、原告は被買
収者Ａに対し、Ｂは原告に対し、それぞれ前記各所有権取得登記の抹消登記手続を
なす義務を負うものである。ところがＢは昭和二五年四月九日死亡し、その妻であ
る被告Ｅ、その子であるその余の被告らはその義務を相続承継した。そこで、原告
は、Ａに対し本件土地についての前記買収を登記原因とする所有権取得登記の抹消
登記義務を有し、本件土地についてのＢ名義の登記の是正に関し利害関係を有する
ものである。
四、よつて原告は、被告らに対し前記売渡を登記原因とする所有権取得登記の抹消
登記手続の履行を求めるため本訴請求に及んだ。
（請求原因に対する被告らの認否）
一、請求原因一の事実中、本件土地がもとＡの所有であつたことおよび原告からＢ
にその所有権移転登記がなされた点を認め、その余の事実は不知。
二、同二の事実は否認。
三、同三の事実中、Ｂが原告主張の日時に死亡したことおよび被告らがその相続人
であることを認め、その余の事実は否認。
四、原告は不動産登記法上の抹消登記請求権を有しない。すなわち、本件土地につ
いての甲区の所有権に関する登記は、弐番Ｄの所有権取得登記の後、原告名義の所
有権取得登記がなされないまま、直ちに四番被告ら先代Ｂの所有権取得登記がされ
ているのであり、もし四番右登記の抹消登記がされると、原告が登記名義人となる
余地なく、直ちに弐番Ｄの登記名義が回復されるのであるから、原告は登記上何ら
利害関係を有せず、右抹消登記請求権を有しない。
（被告らの抗弁）
（一）、Ｂは、本件土地について昭和二三年七月二日を売渡の時期とする自創法二
九条の規定による売渡処分により有効に所有権を取得したものである。本件土地は
Ｂが自ら買受を希望したものでなく、原告の機関である農地委員のすすめにより買



受けたものであり、原告が買収後十数年を経て売渡処分の無効を理由に被告らに対
し所有権取得登記の抹消登記手続を求めるのは、禁反言の原則に反するものであつ
て許されない。
（二）、仮にそうでないとしても、Ｂの本件土地所有権取得原因は、自創法による
売渡処分の形式をとつているが、Ｂは実際はＡとＢとの間の私法上の売買契約によ
つて所有権を取得したものである。すなわち、本件土地の売買契約は、昭和二三年
七月二日その所有者Ａの代理人ＦとＢとの間に締結されたものである。すなわち、
本件土地は、その接続地である鳥取県八頭郡＜以下略＞、同所＜以下略＞の二筆の
宅地の、自創法による国の買収、売渡の手続の進行に便乗して、昭和二三年七月二
日付をもつて、ＡからＢに代金三二二円五六銭で売渡されたものである。そして本
件土地の売買、代金額の決定、支払、受領および登記等の手続は、便宜上前記二筆
の宅地の自創法による買収、売渡、登記の各手続に合わせて行なわれたものにすぎ
ないから、たとえ政府の売渡処分が無効であつても、Ｂの所有権取得登記は、結局
現在の真実の権利関係と一致するものであつて、有効である。
（三）、仮にそうでないとしても、Ｂは、昭和二五年一月二〇日本件土地の所有権
取得登記を得て登記簿上占有を開始し、翌二六年以降毎年固定資産税を納付して公
租公課を負担するとともに、他方、直ちに本件土地上の居住者Ｃに対し賃料を請求
したところ、困窮を理由に支払猶予を求められてそれを許容した。爾来被告らは昭
和二九年一月二四日右Ｃ死亡までは同人を、昭和三〇年八月まではその相続人Ｇを
各占有代理人として、その後は被告らが直接に本件土地を所有の意思をもつて平
穏、公然に占有を継続したものである。Ｂのように専門の法律知識に乏しい通常人
が、農地委員会および県知事という国の機関による手続を経て売渡された本件土地
について有効に所有権を取得したものと信じたことは当然である。従つてＢはその
占有のはじめ善意であり、かつ善意であることにつき過失がなかつたから、昭和三
五年一月二〇日の経過をもつて、一〇年の取得時効の完成により被告らは本件土地
の所有権を取得したものである。従つて本件土地所有権取得登記は現在の権利関係
に合致し、有効である。
（四）、仮にそうでないとしても、本件土地上の居住者Ｇは昭和二九年頃家族間の
不和のため、鳥取市へ転居し、続いて同人の妻Ｈも昭和三〇年はじめ頃米子市へ転
居し、両名とも本件土地上の建物に居住しなくなつた。そこで、被告らは昭和三〇
年八月末以来本件土地のうち、別紙目録（二）記載の土地部分を畑作などして耕作
占有を続けたものであるが、前記のように売渡処分に基づいてＢが本件土地を有効
に取得したものと被告らも信じていたものであつて、Ｂの相続人である被告らは前
記占有のはじめ（昭和三〇年八月末）善意、無過失であつたから、昭和四〇年八月
末日の経過をもつて一〇年の取得時効の完成により、被告らは本件土地のうち前記
部分の所有権を取得したものである。従つて本件土地所有権取得登記は現在の権利
関係に合致し、有効である。
（抗弁（一）ないし（四）に対する原告の認否）
一、抗弁（一）の事実は否認。
　本件土地に対する政府の売渡処分は、重大・明白な瑕疵のある無効なものである
から、禁反言の原則の適用の余地がない。
二、抗弁（二）の事実は否認。
三、抗弁（三）の事実中、Ｂは被告ら主張の日時にその主張の登記を経由したこと
およびＣが被告ら主張の日時に死亡したことを認め、その余の事実は否認。
四、抗弁（四）の事実は否認。
　Ｇは、昭和三四年五月頃本件土地上の家屋を訴外Ｉに売渡して翌三五年二月頃鳥
取市Ｊ町へ転出するまで、本件土地全部を訴外Ａのために占有管理していたもので
ある。その後は右Ｉが同様に占有管理を継続していたものであつて、被告らが本件
土地の一部を畑として耕作を開始したのは昭和四一年春頃である。
第三、証拠（省略）
　　　　　　　理　　　由
一、本件土地がもとＡの所有であつたこと、および右Ｂが昭和二五年四月九日死亡
し被告らが同人の相続人であることは当事者間に争いがない。
二、成立に争いのない甲第二、三号証（甲第三号証は、とくに一枚目表左欄外記
載）、乙第二号証の一ないし四、証人Ａ、同Ｇ、同Ｆの各証言によれば、次の事実
が認められる。すなわち、鳥取県知事は、自創法一五条一項の規定により、買収の
時期を昭和二三年七月二日としてＡ所有の本件土地を買収（同月二〇日付買収処
分）し、売渡の時期を同月二日として同法二九条の規定により、本件土地をＢに売



渡し（同年一一月一〇日付売渡処分）た。本件土地につき買収登記嘱託がなされ、
当該嘱託書が鳥取地方法務局郡家出張所備付の土地買収登記嘱託書綴込帳第三冊第
一三〇丁に編綴され、その結果買収処分による原告名義の本件土地所有権取得登記
がなされたものとみなされた（自作農創設特別措置登記令一〇条二項）。（原告名
義の本件土地所有権取得登記が存在しない旨の被告らの主張は採用できない。）。
ついで、Ｂは昭和二五年一月二〇日前示売渡処分による本件土地所有権取得登記を
経由した（この点は当事者間に争いがない。）。本件土地の買収処分・売渡処分当
時、本件土地は紙傘製造を業としていた亡ＣがこれをＡの先代である亡Ｄより賃借
し、本件土地上に木造平家建居宅一棟（六〇・九九平方メートル）を所有し、これ
に居住していたものであり、本件土地のうち右建物敷地を除く部分は、Ｃが紙傘の
干場に使用していた。他方、Ｂは当時本件土地の隣接地に居住していたものであつ
て、本件土地につき借地権その他の法律上の占有権原をもつものでなかつた。以上
の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。
　右事実によれば、附帯買収申請者であるＢが、本件土地の借地権等を有しないこ
とは何人にも明白であつたものというべく、従つてその買収処分ならびに売渡処分
は、重大・明白な瑕疵があるものであつて、無効というほかはない。そうすると、
Ｂは右売渡処分によつて本件土地所有権を取得するいわれはない。
三、そこで、まず、被告らの禁反言の原則に関する主張について考えてみるに、そ
のいうところはいわゆる表示による禁反言に関するものであると解されるが、その
趣旨は、自己の表示により他人をしてある事実を誤信せしめた者は、その誤信に基
づき、その事実を前提として行動した他人に対し、右の表示と矛盾した事実を主張
して他人の信頼ないし期待を裏切ることを禁ずるにあるものと考えられる。従つて
法律上当然無効の行為（意思表示等）を法律に従い無効と主張することは法的判断
自体にほかならず、法律上保護されるべき相手方の正当な信頼ないし期待を裏切る
ものということはできない。従つて、重大・明白な瑕疵があるため法律上当然無効
とされる本件土地の買収・売渡処分が当然無効であると訴訟上主張したからといつ
て、禁反言の原則に違背するものということはできない。被告らの右主張は採用す
ることができない。
四、次に、被告らの売買契約締結の主張について判断する。被告Ｅ、同Ｋ各本人尋
問の結果のうち右主張にそう部分は、証人Ｆ、同Ａの各証言に照らしてたやすく措
信できない。成立に争いのない乙第一号証の八、第二号証の一ないし四、証人Ｆ、
同Ａの各証言によれば、本件土地はその接続地である＜以下略＞、同＜以下略＞の
二筆の宅地とともに自創法による買収、売渡の手続がなされたものであり、被告ら
主張のような売買契約は締結されていないことが認められる。被告らの右主張は採
用できない。
五、次に、被告らの取得時効の主張（抗弁（三））について判断する。
　民法一六二条二項の善意の意味について両説あり、一つは占有者が積極的に自分
に所有権があると確信することをいうといい（確信説）、他は占有者が消極的に所
有権の取得を妨げるある事情を知らないことをいう（不知説）としているが、所有
権取得原因に当る（無効の）行政処分を受けた者の善意・無過失とは、無効原因た
る重大・明白な瑕疵を知らなかつたこと（不知＝善意）とその過失のないこととを
いうものと解するのが相当である。ところで、一般に、授益的行政処分に無効の瑕
疵があるかどうかを、それを受けた者が探求しなければ過失のそしりを免れないと
するのは、特別の事情により、その処分の相手方が通常人として容易にその瑕疵を
知り得るような場合を除いては、不合理な考え方であるといわねばならない。そこ
でこれを本件について考えてみるに、前示のように本件土地の売渡処分に重大・明
白な瑕疵があるというのは、要するにＢが本件土地附帯買収申請ないし売渡を受け
る資格を有しないこと、つまりＢが本件土地の賃借権者でないことが何人にも明白
であつたこと（そして、それを鳥取県知事が誤認したこと）であり、従つてＢ自身
自己がその賃借権者でないことは知つていた（悪意）ということができるのであ
る。するとＢは、たとえＢが本件土地の占有を被告ら主張の日時に始めたとして
も、当時、善意ではなかつた（つまり悪意であつた。）のであるから、被告らは一
〇年の取得時効の要件を欠くものといわねばならない。被告らの右主張は採用でき
ない。
六、被告らの取得時効に関する仮定的主張（抗弁（四））について判断する。
　被告らが本件土地のうち別紙目録（二）の部分において、畑作などしてその部分
の占有を始めたのは昭和三〇年八月末である旨の被告らの主張にそう証人Ｌの証言
は、証人Ｉ、同Ｇの各証言ならびに検証の結果に照らし信用できない。かえつて、



成立に争いのない甲第一号証の一ないし三、右Ｉ、Ｃの証言、検証の結果によれ
ば、次の事実が認められる。すなわち、本件土地は、Ｂに対する前示売渡処分以後
も、従前どおり借地権者Ｃが本件土地上の家屋に居住し、本件土地の空地部分はＣ
が紙傘の干場として使用しており、Ｃの死亡後は同人の養子Ｇが本件土地上の家屋
をＩに売却して昭和三四年五月頃鳥取市へ転出するまで、引続き本件土地を使用占
有していた。Ｉは本件土地の近隣に居住して農業を営んでいるものであり、同人は
右家屋を藁などを収容する物置に利用し、その敷地を除く本件土地の空地部分は畑
にして芋や大根等を植えて耕作していた。Ｉは、被告らが昭和四〇年頃突然本件土
地のうち別紙目録（二）の部分の耕作を始めるまで、本件土地全域を使用占有して
いた。以上の事実が認められる。従つて被告らは一〇年の取得時効の要件を欠くも
のである。被告らの右主張も採用できない。
七、そうすると、前示売渡処分を登記原因とする本件土地所有権取得登記はその登
記原因を欠く無効のものであつて、被告らは原告に対しこれが抹消登記手続を履行
すべき義務を免れない。従つて原告の請求は正当であるからこれを認容するべく、
訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　山内敏彦　小北陽三　宮本定雄）
（別紙目録（一）、（二）、省略）


